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【手続補正書】
【提出日】平成23年11月7日(2011.11.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１布帛と第２布帛との間に対面する関係で並べられたナノウェブを含む防塵衣服であ
って、前記衣服の通気性が少なくとも１．０ｃｍ3・秒-1・ｃｍ-2であり、０．５ミクロ
ンの粒子濾過効率が１回洗浄後に少なくとも９０％であり、かつ２５回洗浄後に少なくと
も５０％である衣服。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
　様々な特定の実施形態に関し本発明を説明してきたが、様々な変更が本開示内容から明
らかであり、以下に示す特許請求の範囲に包含されることが意図されている。
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　次に、本発明の態様を示す。
1.　第１布帛と第２布帛との間に対面する関係で並べられたナノウェブを含む防塵衣服で
あって、前記衣服の通気性が少なくとも１．０ｃｍ3・秒-1・ｃｍ-2であり、０．５ミク
ロンの粒子濾過効率が１回洗浄後に少なくとも９０％であり、かつ２５回洗浄後に少なく
とも５０％である衣服。
2.　前記第１および第２布帛が、独立して、タフタ、トリコット、またはリップストップ
である上記１に記載の衣服。
3.　前記第１または第２布帛の一方または両方がＥＳＤ布帛である上記１に記載の衣服。
4.　前記ナノウェブの坪量が２～５０ｇｓｍである上記１に記載の衣服。
5.　前記ナノウェブが前記布帛に結合されている上記１に記載の衣服。
6.　前記ナノウェブが、前記第１または第２布帛の一方に結合されたスクリムに結合され
ている上記１に記載の衣服。
7.　前記ナノウェブがスクリム上に直接紡糸されており、前記スクリムとナノウェブとを
合わせた構造体が前記第１布帛と第２布帛との間に結合されている上記１に記載の衣服。
8.　前記第１および第２布帛が、接着剤結合、溶剤接着、および超音波接着からなる群か
ら選択される方法によって前記ナノウェブに独立して結合されている上記５に記載の衣服
。
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